
　

わ
が
国
に
お
い
て
賃
上
げ
の
流
れ
が

続
く
な
か
、
最
低
賃
金
の
動
向
も
注
目

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
最
低
賃
金

の
現
状
と
今
後
の
行
方
を
分
析
し
た
い
。

　

最
低
賃
金
に
は
、
都
道
府
県
ご
と
に

決
定
さ
れ
る
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
と
、

特
定
の
産
業
別
に
決
定
さ
れ
る
「
特
定

最
低
賃
金
」
が
あ
る
。
最
低
賃
金
法
で

は
、
そ
の
い
ず
れ
か
高
い
方
が
優
先
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
最
低
賃
金
は
、
地
域

別
最
低
賃
金
を
指
す
。
厚
生
労
働
省
が

公
表
し
て
い
る
２
０
２
５
年
度
の
「
地

域
別
最
低
賃
金
改
定
状
況
」
を
見
る
と
、

全
国
加
重
平
均
額
が
大
幅
に
上
昇
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
（
図
表
）。

　

最
低
賃
金
を
巡
っ
て
は
、
25
年
６
月

に
石
破
茂
政
権
が
閣
議
決
定
し
た
「
経

済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」

（
骨
太
の
方
針
）
で
「
20
年
代
に
全
国

平
均
１
５
０
０
円
と
い
う
高
い
目
標
に

向
か
っ
て
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け
る
」

と
掲
げ
ら
れ
た
。
最
低
賃
金
を
上
昇
さ

せ
る
こ
と
で
個
人
消
費
が
活
性
化
す
る

と
期
待
さ
れ
、
好
意
的
に
受
け
止
め
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
当
時
の
政
権
の
意
向

を
受
け
、
25
年
度
の
最
低
賃
金
の
全
国

加
重
平
均
額
は
前
年
比
で
66
円
（
同
６

・
３
％
）
も
上
昇
し
た
。

25
年
度
の
最
低
賃
金
（
時
給
）
の
最

高
額
は
東
京
都
で
１
２
２
６
円
。
最
低

額
は
高
知
県
、
宮
崎
県
、
沖
縄
県
の
１

０
２
３
円
で
、
全
国
加
重
平
均
額
は
１

１
２
１
円
と
な
っ
た
。
最
低
賃
金
に
は

残
業
代
や
賞
与
、
通
勤
手
当
、
家
族
手

当
な
ど
は
含
ま
れ
ず
、
基
本
給
や
職
務

手
当
な
ど
の
合
計
額
を
１
時
間
当
た
り

に
換
算
し
た
も
の
と
な
る
。

　

そ
も
そ
も
最
低
賃
金
は
ど
の
よ
う
に

決
定
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
は
、
厚
生
労

働
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
最
低
賃

金
審
議
会
が
、
労
働
者
の
生
計
費
と
賃

金
、
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
い
能
力

を
総
合
的
に
勘
案
し
、
毎
年
６
〜
７
月

ご
ろ
に
最
低
賃
金
の
目
安
を
定
め
る
。

そ
の
目
安
を
も
と
に
、
各
都
道
府
県
に

置
か
れ
る
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
で
地

域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
調
査
・
審
議
が

行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
都
道
府
県
労
働

局
長
が
地
域
別
最
低
賃
金
を
決
定
し
、

10
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
順
次
発
効
さ
れ
る
流
れ
だ
。

　

今
後
の
最
低
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
推

移
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
石
破
政

権
時
の
「
20
年
代
に
１
５
０
０
円
」
と

い
う
目
標
を
前
提
に
す
る
と
、
毎
年
７

・
６
％
の
引
き
上
げ
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
は
い
さ
さ
か
現
実
味
に
欠
け
る
。

　

一
方
、
高
市
早
苗
政
権
は
石
破
政
権

の
目
標
の
撤
回
は
せ
ず
、
努
力
目
標
と

の
認
識
を
示
し
た
も
の
の
、
企
業
が
賃

上
げ
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
た
め
の
政

策
を
実
行
す
る
と
し
た
。
同
政
権
は
、

26
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
も
物
価
高
対

策
な
ど
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
国
民
の

所
得
増
に
関
す
る
感
度
は
高
い
。
筆
者

は
、
当
面
、
物
価
上
昇
率
を
上
回
る
水

準
で
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
が
続
く
と

み
て
い
る
。

最
低
賃
金
の
全
国
平
均
額
は
大
幅
上
昇
、

引
き
上
げ
傾
向
は
今
後
も
継
続

（
厚
生
労
働
省
「
地
域
別
最
低
賃
金
改
定
状
況
」）
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〔図表〕 地域別最低賃金の全国加重平均額の推移

（出所）　厚労省「地域別最低賃金改定状況」からアセットマネジメントＯｎｅ作成。
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